
証券コード　3791

2021年８月13日

株 主 各 位

東京都武蔵野市中町二丁目１番９号
株 式 会 社 Ｉ Ｇ ポ ー ト

代表取締役社長 石 川 光 久

第32回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

　さて、当社第32回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

し上げます。

　なお、新型コロナウイルスへの感染が懸念されている状況が続いておりますの

で、株主様には健康状態にかかわらず、株主総会への来場はお控えいただき、書

面による議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。お手数ながら後記

の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛

否をご表示いただき、2021年８月27日（金曜日）午後６時30分までに到着するよ

うご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　　時 2021年８月30日（月曜日）午前11時

２．場　　　所 東京都三鷹市下連雀三丁目38番４号
三鷹産業プラザ　７階　703-705会議
　末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、
　お間違えのないようご注意願います。

３．会議の目的事項
報告事項 １．第32期(2020年６月１日から2021年５月31日まで)

　　事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監
　　査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第32期(2020年６月１日から2021年５月31日まで)
　　計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役３名選任の件
第３号議案 役員賞与支給の件

以　上

◎　当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さ
いますようお願い申し上げます｡

◎　株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.igport.co.jp)に掲載させていた
だきます。
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<添付書類>

事　業　報　告

（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

１．企業集団の現況

　(1) 当事業年度の事業の状況

　　① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が拡

大し、再度の緊急事態宣言発令等により企業活動は抑制され、幅広い業種

で影響を受けており、経済活動全般の正常化の時期は見通せない状況にあ

ります。世界経済においても、新型コロナウイルス感染症の拡大は収まら

ず、多くの国で企業活動は抑制されておりますが、ワクチン接種の進んだ

国から徐々に経済活動が再開され、個人消費等に回復の兆しが見え始めて

おります。

当社グループを取り巻く経営環境について、アニメーション産業は、少

子化や嗜好の多様化によるテレビの視聴率低下やビデオパッケージの販売

低迷等により厳しい状況が続いております。アニメーション制作の受注に

ついては製作委員会方式が主流ではありますが、配信会社よりオリジナル

コンテンツの制作として直接受注することも増えており受注環境は改善し

ております。また、コロナ禍の外出自粛によって在宅時間が増加したこと

やスマートフォン等のメディアが普及したこと、通信環境が改善したこと

により、有料配信の市場が成長しております。

出版産業は、全国出版協会・出版科学研究所による2021年１月25日付発

表によれば、紙と電子を合算した出版市場は、前年比4.8％増の１兆6,168

億円となりました。コロナ禍と「鬼滅の刃」ブームが大きく影響し紙の出

版市場が同1.0％と小幅なマイナスに留まった一方、電子出版市場が同

28.0％増と大きく伸長したため、２年連続のプラス成長となっております。

電子出版市場における電子コミックは同31.9％増の3,420億円となり、電子

出版市場における電子コミックの市場占有率は87.0％となっております。

このような情勢のもと当社グループは、劇場用アニメーション３タイト

ル、テレビアニメシリーズ11タイトル、ビデオ用アニメーション１タイト

ル、その他ゲーム用・プロモーション用映像等の制作を行う映像制作事業、

コミック誌(12点刊行)、書籍（コミックス、ノベルス、原作ガイドブック

を含む）は116点の企画・製造・販売及び電子コミックスの配信を行う出版
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事業、映像作品等へ出資することによる二次利用から生じる収益分配を主

とする版権事業を中心に行い、前期に比べ増収増益となりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は、出版事業、版権事業が好調

に推移したことにより、9,934,081千円（前期比9.6％増）、経常利益は

742,389千円（前期比233.1％増）、映像制作事業と出版事業において減損

損失による特別損失を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純

利益は582,366千円（前期は22,811千円の親会社株主に帰属する当期純損

失）となりました。

　　セグメントの業績は次のとおりであります。

[映像制作事業]

映像制作事業におきましては、劇場用アニメーション「Fate/Grand 

Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編・後編」「鹿の王」、テレビ用

(配信用)アニメーション「NOBLESSE-ノブレス-」「憂国のモリアーティ」

「Vivy -Fluorite Eye's Song-」「B: The Beginning Succession」等、

その他、ビデオ用アニメーション、プロモーションビデオ・ＣМ・ゲー

ム・遊技機のアニメーションを制作しました。

新規受注の映像制作では、現況に合った確度の高い映像制作予算の策定

による受注額の交渉を行っております。納品しました一部の作品につい

て改善もみられましたが、一方、クオリティーを重視した作品について

は、制作期間が長くなったことや外注費の高騰により、制作赤字や受注損

失引当金を計上しております。

以上により、当事業の売上高は5,349,846千円（前期比2.7％減）、営業

損失は127,285千円（前期は35,339千円の営業利益）となりました。

[出版事業]

出版事業におきましては、コミック誌の定期刊行物は「月刊コミックガ

ーデン」（12点）を刊行しました。書籍（コミックス、ノベルス、原作ガ

イドブックを含む）は「魔法使いの嫁」「リィンカーネーションの花弁」

「転生貴族の異世界冒険録」の 新刊等、116点を刊行しました。書店向

け出版売上はメディア化作品を中心に前年を若干上回る結果となったほ

か、巣ごもり需要を反映した電子コミック市場の急拡大もあり、電子書籍

売上は前年対比172％増と好調に推移しました。

以上により、当事業の売上高は2,160,718千円（前期比36.6％増）、営

業利益は410,499千円（前期比219.9％増）となりました。
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[版権事業]

版権事業におきましては、「GREAT PRETENDER」「B: The Beginning」

「進撃の巨人」「攻殻機動隊」「ハイキュー!!」「ヴィンランド・サガ」

等のシリーズタイトルを中心に、二次利用による収益分配を計上しまし

た。

映像マスターとコンテンツ資産の減価償却費は、前期に比べ45,829千円

減少しました。

以上により、当事業の売上高は2,131,559千円（前期比22.1％増）、営

業利益は495,272千円（前期比81.8％増）となりました。

[その他事業]

その他事業におきましては、雑誌のイラスト描きやキャラクターの商品

販売等により、当事業の売上高は291,956千円（前期比23.2％増）となり、

営業利益は35,725千円（前期は43,128千円の営業損失）となりました。

事業別売上高

区 分 売上高（千円） 構成比率（％）

映 像 制 作 事 業 5,349,846 53.9

出 版 事 業 2,160,718 21.7

版 権 事 業 2,131,559 21.5

そ の 他 事 業 291,956 2.9

合 計 9,934,081 100.0

　　② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資等

の総額は1,237,088千円で、その主なものは次のとおりであります。

映像マスター　　　　　　 452,941千円

コンテンツ資産　　　　　 730,966千円

　　③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの運転資金として、金融機関より短期

借入金の資金調達は行っておりません。

その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(2) 企業集団の財産及び損益の状況

区　分
第29期

2018年５月期
第30期

2019年５月期
第31期

2020年５月期

第32期
(当連結会計年度)
2021年５月期

売 上 高(千円) 8,426,163 8,872,312 9,062,984 9,934,081

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 386,730 △307,696 222,861 742,389

親会社株主に
帰属する当期
純利益又は親
会社株主に帰
属する当期純
損 失 ( △ )

(千円) 147,139 △179,655 △22,811 582,366

１株当たり当期純利
益又は１株当たり当
期純損失(△)

(円) 30.77 △36.61 △4.65 117.87

総 資 産(千円) 10,161,440 9,895,868 11,150,206 11,847,995

純 資 産(千円) 5,369,062 5,036,152 4,962,631 5,780,774

１株当たり純資産
額

 (円) 1,059.13 1,017.65 1,007.70 1,136.89

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に

基づき算出しております。

３．１株当たり純資産額は、算定上の基礎となる期末普通株式数に従業員インセンテ

ィブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託口が所有する当社株式を控除対

象の自己株式に含めております。

(3) 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主な事業内容

㈱プロダクション・アイ

ジー
10,000千円  100.0% アニメ制作

㈱マッグガーデン 10,000千円  100.0% コミック出版

㈱ウィットスタジオ 30,000千円 　66.7% アニメ制作

㈱シグナル・エムディ 30,000千円  100.0% アニメ制作

㈱リンガ・フランカ 75,000千円  　50.0% Webマンガ運営

Production I.G., LLC 167,098米ﾄﾞﾙ  100.0% 版権

　　（注）当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

 特定完全子会社の名称  ㈱プロダクション・アイジー  ㈱マッグガーデン

 特定完全子会社の住所  東京都武蔵野市中町二丁目1番9号  東京都千代田区五番町6番地2号

 当社及び当社の完全子会社における
 特定完全子会社の株式の帳簿価額

2,501,605千円 1,062,514千円

 当社の総資産額 3,749,835千円 3,749,835千円
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(4) 対処すべき課題

　　　当社グループが対処すべき課題と対処方針は下記のとおりであります。

　　　① クリエイターの発掘、協力会社の獲得

次世代を担うクリエイターの発掘・育成のために、人材の交流、作品公

募、制作環境やサポート体制の整備、教育者の確保に対応してまいりま

す。また、優秀な人材や協力会社の獲得のために、透明性のある契約と成

功報酬制度など法務面の充実に継続して取り組んでまいります。

　　　② 映像制作事業の予算見積もりと管理

映像制作費用は、ＣＧ制作費や優秀なクリエイター等の外注費が高騰

し、また、制作期間が長くなっていることから、人件費を含む固定費が増

加し、当初予算見積もりより超過するようになりました。現況に合った確

度の高い映像制作予算の見積もりを策定し、管理体制を整え映像制作事業

の収益改善に取り組んでまいります。

　　　③ 映像制作期間と受注及び制作ラインの管理

映像制作期間については、トップクリエイターや協力会社の不足、ま

た、クオリティーを保つため制作期間が長くなっていることから、納品が

遅れている作品と当初から予定していた作品の制作が重なって悪循環と

なっております。作品の内容により現状に合った制作期間を設け、受注管

理と制作ラインの管理を行い、収益改善に取り組んでまいります。

　　　④ 映像技術の進歩

コンピュータを使用したアニメーション制作、映画のデジタル上映化

等、映像技術は著しく進歩しております。これに伴い、コンピュータを使

った画像処理、ネットワークやサーバ等の制作環境、工程やデータの管理

等、技術の習得と人材の育成及び情報インフラの整備に取り組んでまいり

ます。

　　　⑤ メディアの多様化

動画配信サービスの急激な普及により、テレビやＰＣ、スマートフォン

等のメディアで視聴できる環境となり、国境を越え圧倒的な量のコンテン

ツを享受できる時代を迎えております。数多くのメディアで視聴できる

ようパートナー企業と協力し、分配金・印税の獲得に取り組んでまいりま

す。

　　　⑥ 海外展開

国内のコンテンツ市場が横ばいとなる中で、海外パートナーとの協力関

係を築き、映像制作の受注や配信等、海外市場拡大に取り組んでまいりま

す。
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(5) 主要な事業内容（2021年５月31日現在）

① 映像制作事業

企画から編集までの一貫した制作ラインを有し、国内外からの受注や自

社原作の劇場、テレビ、配信、ビデオ用その他のアニメーション等の映像

制作事業を行っております。

② 出版事業

コミック誌、コミックス（単行本）及び関連する書籍の出版及び配信事

業を行っております。

③ 版権事業

映像制作における民法上の任意組合の性格を持つ製作委員会等へ出資

を行うことにより、二次利用に関する一部権利の販売業務及び当該出資割

合に応じた収益分配収入を得ております。

また、企画・原作・制作者等の著作者印税を得ております。

④ その他事業

イラスト描き、キャラクターグッズ等の商品販売やデジタルコンテンツ

による収入を得ております。

(6) 主要な営業所（2021年５月31日現在）

名 称 所 在 地

当 社 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市

㈱プロダクション・アイジー 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市

㈱ マ ッ グ ガ ー デ ン 本 社 ： 東 京 都 千 代 田 区

㈱ ウ ィ ッ ト ス タ ジ オ 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市

㈱ シ グ ナ ル ・ エ ム デ ィ 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市

㈱ リ ン ガ ・ フ ラ ン カ 本 社 ： 東 京 都 武 蔵 野 市

(7) 使用人の状況（2021年５月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

映像制作事業 307名 14名増

出版事業 32名 6名増

版権事業 20名 2名増

その他事業 1名 1名減

全社 5名 1名減

合計 365名 20名増

(注)使用人数にはパート、アルバイトは含んでおりません。
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② 当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

４名 1名減 43.1歳 2.0年

(注)使用人数にはパート、アルバイトは含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（2021年５月31日現在）

当連結会計年度末現在、金融機関からの借入れはありません。

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2021年５月31日現在）

① 発行可能株式総数　　15,000,000株

② 発行済株式の総数　　 5,055,400株

③ 株主数　　　　　　　　　 2,788名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持株数 持株比率

石 川 光 久 974,300株 19.3％

㈱ 電 通 グ ル ー プ 498,000株 9.9％

日 本 テ レ ビ 放 送 網 ㈱ 498,000株 9.9％

STATE STREET BANK AND 
T R U S T  C L I E N T  O M N I B U S  
A C C O U N T  O M 0 2

263,800株 5.2％

㈱ N T T ぷ ら ら 252,000株 5.0％

保 坂 嘉 弘 132,600株 2.6％

日本マスタートラスト信託銀
行 ㈱ ( 信 託 口 )

132,400株 2.6％

佐 藤 　 徹 128,600株 2.5％

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
( 信 託 口 ９ )

121,300株 2.4％

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
( 信 託 E 口 )

108,900株 2.2％

(注)１.持株比率は自己株式(133株)を控除して計算しております。

２.持株比率の計算上、株式給付ESOP信託口が所有する当社株式

108,900株を含めて計算しております。
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　(2) 会社役員の状況

　　① 取締役及び監査役の状況（2021年５月31日現在）

会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 石 川 光 久  ㈱ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ･ｱｲｼﾞｰ代表取締役社長

取 締 役 保 坂 嘉 弘  ㈱ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ代表取締役会長

取 締 役 板 東 浩 二

常 勤 監 査 役 中 野 広 之

監 査 役 桶 田 大 介  ｼﾃｨﾗｲﾂ法律事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ

監 査 役 木 本 恵 輔

（注）１．取締役板東浩二氏は、社外取締役であります。

　　　２．監査役桶田大介氏及び木本恵輔氏は、社外監査役であります｡

　　　３．当社は、板東浩二氏、桶田大介氏及び木本恵輔氏との間で会社

法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく

損害賠償責任の限度額は、120万円以上又は会社法第425条第１

項に定める 低責任限度額のいずれか高い額としております。

　　　４．当社は、板東浩二氏、桶田大介氏及び木本恵輔氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出

ております。

　　　５．監査役木本恵輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　　② 取締役及び監査役の報酬等

区　　分 支給人員 支給額

取　締　役
（うち社外取締役）

３名
（１名)

15,400千円
(3,100千円）

監　査　役

（うち社外監査役）

３名
（２名)

11,860千円
(6,020千円）

合　　　計
（うち社外役員）

６名
（３名)

27,260千円
(9,120千円）

（注）１．役員報酬の限度額については、取締役報酬および監査役報酬の
それぞれについて、2004年８月30日開催の定時株主総会で、取
締役報酬は年額200百万円以内、監査役報酬は年額20百万円以内
と決議されております。取締役の基本報酬及び賞与は、各取締
役の経常利益に対する業績貢献度に応じて評価し、取締役会決
議により代表取締役社長に一任し決定しております。また、各
監査役については、基本報酬は職務加算、賞与は業務貢献度応
じて評価し、監査役の協議により決定しております。

２．2021年８月30日開催予定の第32回定時株主総会において付議い
たします役員に対する賞与支給予定額を含んでおります。
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　　③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項の規

定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める 低責任限
度額に限定する契約を締結しております。

　　④ 社外役員に関する事項

　　イ 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役桶田大介氏は、シティライツ法律事務所のパートナーでありま
す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

　　ロ 当事業年度における主な活動状況

活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役　板東浩二

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17
回に出席し、経営者としての豊富な経験と見識を
活かし、経営全般に関する有意義な発言を行って
おります。

監査役　桶田大介

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17
回に出席し、事業内容に関して意見を述べまし
た。また、当事業年度に開催された監査役会７回
のうち７回に出席し、主に事業のリスク管理や業
務監査の状況に関し、有意義な発言を行っており
ます。

監査役　木本恵輔

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18
回に出席し、事業内容に関して意見を述べまし
た。また、当事業年度に開催された監査役会７回
のうち７回に出席し、主に事業のリスク管理や業
務監査の状況に関し、有意義な発言を行っており
ます。
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　(3) 会計監査人の状況

　① 名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ

　② 報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 34,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭

そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額
38,200千円

 (注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく

監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確

に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年

度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額

を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂

行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどう

かについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の

額について同意の判断をいたしました。

　③ 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務

（非監査業務）である「新収益認識基準の適用に関する助言業務」について

対価を支払っております。

　④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集さ

れる株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし

ます。

　(4) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

【業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要】

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

法令遵守と公正な倫理観が企業存続の必要条件との認識の下、当社管理部

長は監査役、内部監査室と連携しグループ全体のコンプライアンス体制の構

築、整備に努め、重要な意思決定にあたっては事前に法令及び定款に適合し
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ているか否かを検討し、必要に応じて取締役会に報告する。

監査役も独自にグループ会社の業務活動の法令及び定款への適合性、法令

遵守の状況について監査を行い、内部牽制の徹底のための助言、勧告等を行

う。内部監査室は、内部監査規程に基づく内部監査を実施する。

万一コンプライアンスに関連する問題が発生した場合には、その内容・対

処案が当社及び各子会社の代表取締役、取締役会、監査役に報告される体制

を構築する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会等の重要な会議議事録、取締役が職務権限規程等に基づいて決裁

した書類等を、法令の定め及び文書管理規程、稟議規程等に基づき、適切に

保存・管理（廃棄を含む）し、必要に応じて運用状況の検証、規程の見直し

等を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、グルー

プ各社で稟議規程、職務権限規程等に基づき、組織的に損失の発生を未然に

防止するものとする。リスクが発現した場合はその内容、発生する損失の程

度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告する体制を構築

し、当社取締役会を中心に損失を 小限度にとどめるために必要な対応を早

急に検討し実行する。

日常的にもグループ各社の取締役、各部門を統括する使用人は、関係規程

及びそれぞれが自部門に整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の

業務内容を整理し、内在するリスクを把握、評価、分析したうえで適切な対

策を実施するとともに、かかるリスクマネジメント状況を監督し、定期的に

見直す。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループの取締役は、取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程、

関係会社管理規程等に基づいて効率的に職務の執行を行う。加えてさらな

る意思決定の効率化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員規程を導入

する。

毎月１回取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況並

びに年度計画に基づく各社の業務の進捗状況を報告し、これを監視監督す

る。

⑤ 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社管理部長は関係会社管理規程に基づきグループ各社の業務等の把握

に努め、取締役会において、グループ各社の業績、財務状況その他重要な事
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項についてグループ各社の代表取締役及び担当取締役とあわせて報告を行

い、当社企業集団における業務の適正の確保に努める。

あわせて、グループ各社の間における不適切な取引又は会計処理を防止す

るため、監査役又は担当部署と十分な情報交換を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項及び当該使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項

必要に応じて監査役が求めたときは監査役の職務を補助する使用人を置

くものとする。当該使用人はもっぱら監査役の指揮命令に従い必要な業務

を行うものとする。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、評価等については、監査役

の同意を得るものとする。

⑧ グループ各社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制、そ

の他の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が報告をした

ことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

グループ各社の取締役及び使用人等は、グループの経営に重大な損失を与

える事項又はそのおそれがあるとき、取締役及び使用人による違法や不正行

為を発見したときは速やかに監査役に報告する。監査役は当該報告内容、業

務の執行状況等を把握するため、必要に応じて取締役及び使用人等にその説

明を求めることができる。

また、当該報告を行ったものに対し、そのために不利な取扱いを行うこと

を禁止する。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理の

請求があった場合には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた

場合を除き、直ちにこれを負担する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等に

ついて意見交換を行う。また、重要な意思決定の過程等を把握するため、取

締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等にその説明を求めるこ

とができる。

内部監査室は、内部監査規程に基づき監査役と積極的に情報交換し、相互

に効率的な監査業務を遂行できるよう連携する。
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　【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】

 ① 当社管理部長を中心に監査役、内部監査室と連携してグループ全体のコン

プライアンス体制の整備に努めている。取締役会も毎月１回開催し、重要

な意思決定、業務執行状況や年度計画に基づく各社の業務の進捗状況の報

告を行い、グループ全体の業務の適正性、職務執行の効率性を監視監督し

ている。反社会的勢力への対応については、契約書等への暴力団排除条項

の挿入をはじめとした取組みを実施している。

開催された取締役会については議事録を作成し、社長決裁の決裁資料等

とともに文書管理規程に基づいて事務局により適切に保存を行っている。

損失の危険についてはグループ各社で規程に基づき組織的に損失の未然

防止に努めるとともに、リスクが発現するおそれが確認された場合は速やか

に当社の取締役会に報告し、対策の検討を行った。

グループ各社での不適切な取引又は会計処理の防止も含め、内部監査部

門による定期的な内部統制監査も実施している。

 ② 監査役の監査が実効的に行われるために、監査役は内部監査室と連携し、

取締役会等の重要な会議への出席、代表取締役社長との定期的な会合を行

い、監査上の重要課題、重要な意思決定の過程等を随時把握している。

また、グループ各社の経営に重大な損失を与える事項又はそのおそれがあ

るときは監査役に報告する旨を周知し、監査役も必要に応じて取締役及び使

用人に説明を求め監査を行った。

監査のために人員が必要な場合は監査役の求めに応じて監査役の職務を

補助する使用人を置いて補助を行うとともに、監査のために必要となる費用

はその適正性に留意しながら監査役から請求があった場合は法令に則って

前払又は償還した。
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連結貸借対照表
（2021年５月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
 

（資 産 の
 

部）
 

（負 債 の
 

部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 渡 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

映 像 マ ス タ ー

そ の 他

無 形 固 定 資 産

コ ン テ ン ツ 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

9,051,210

4,505,861

1,225,181

104,222

2,959,604

8,165

126,500

122,069

△395

2,796,785

1,535,636

407,285

651,619

399,839

76,892

791,483

776,086

15,396

469,664

170,500

299,163

流 動 負 債 5,817,200

買 掛 金 722,217

未 払 金 644,347

未 払 法 人 税 等 171,618

前 受 金 3,202,252

預 り 金 403,589

役 員 賞 与 引 当 金 73,895

返 品 調 整 引 当 金 52,413

受 注 損 失 引 当 金 179,703

そ の 他 367,163

固 定 負 債 250,019

退職給付に係る負債 73,309

役員退職慰労引当金 66,311

株 式 給 付 引 当 金 29,928

そ の 他 80,470

負 債 合 計 6,067,220
 

（純 資 産 の
 

部）

株 主 資 本 5,627,713

資 本 金 781,500

資 本 剰 余 金 2,186,440

利 益 剰 余 金 2,849,505

自 己 株 式 △189,732

その他の包括利益
累 計 額

△4,235

為替換算調整勘定 △4,235

非 支 配 株 主 持 分 157,296

純 資 産 合 計 5,780,774

資 産 合 計 11,847,995 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,847,995

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結損益計算書

(自　2020年６月１日
至　2021年５月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,934,081

売 上 原 価 7,891,526

売 上 総 利 益 2,042,554

返品調整引当金繰入額(△戻入額) △17,050

差 引 売 上 総 利 益 2,059,604

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,368,709

営 業 利 益 690,895

営 業 外 収 益

受 取 利 息 889

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 24,059

受 取 賃 貸 料 19,436

補 助 金 収 入 27,979

受 取 手 数 料 6,681

そ の 他 1,316 80,364

営 業 外 費 用

支 払 利 息 700

賃 貸 収 入 原 価 14,260

知 的 財 産 関 連 費 用 8,033

投 資 事 業 組 合 運 用 損 4,791

そ の 他 1,083 28,869

経 常 利 益 742,389

特 別 損 失

減 損 損 失 38,403 38,403

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 703,986

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 263,449

法 人 税 等 調 整 額 △4,420 259,028

当 期 純 利 益 444,957

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 ( △ )

△137,409

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 582,366

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書
 (自　2020年６月１日　至　2021年５月31日)

   （単位：千円)

株　主　資　本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2020年６月１日 残高 781,500 2,132,016 2,292,414 △258,462 4,947,469

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △25,276 △25,276

自己株式の処分 68,730 68,730

親会社株主に帰属する当

期純利益
582,366 582,366

連結子会社の増資による

持分の増減
54,424 54,424

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

(純額)

－

連結会計年度中の変動額

合計
－ 54,424 557,090 68,730 680,244

2021年５月31日 残高 781,500 2,186,440 2,849,505 △189,732 5,627,713

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分
純資産合計為替換算

調整勘定
その他の包括利
益累計額合計

2020年６月１日 残高 △2,799 △2,799 17,960 4,962,631

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △25,276

自己株式の処分 68,730

親会社株主に帰属する当

期純利益
582,366

連結子会社の増資による

持分の増減
54,424

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

(純額)

△1,436 △1,436 139,335 137,899

連結会計年度中の変動額

合計
△1,436 △1,436 139,335 818,143

2021年５月31日 残高 △4,235 △4,235 157,296 5,780,774

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社　８社

連結子会社の名称

㈱プロダクション・アイジー

㈱マッグガーデン

㈱ウィットスタジオ

㈱シグナル・エムディ

㈱リンガ・フランカ

Production I.G.,LLC

CYBORG009 CALL OF JUSTICE 製作委員会

Great Pretenders 製作委員会

前連結会計年度において連結子会社でありました「魔法使いの嫁」製

作委員会は、重要性が乏しくなったため、連結の範囲から除外しており

ます。また、当連結会計年度より、新たに出資した「Great Pretenders」

製作委員会を連結範囲に含めております。

(2) 非連結子会社

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社

該当事項はありません。

(2）持分法を適用した関連会社　４社

会社の名称

蒼穹のファフナー THE BEYOND 製作委員会

ヴィンランド・サガ 製作委員会

シネマラボ 製作委員会

Vivy -Fluorite Eye's Song- 製作委員会

　前連結会計年度において持分法の適用対象でありました「銀河英雄伝

説」「甲鉄城のカバネリ海門決戦」「攻殻機動隊 SAC_2045」の製作委員

会３社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が
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軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。また、新たに出資した「シネマラボ」「Vivy -

Fluorite Eye's Song-」の製作委員会２社は重要性が増したため持分法

の適用範囲に含めております。

(3）持分法を適用していない非連結子会社

該当事項はありません。

３．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお

ります。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　たな卸資産

映像制作

　商　　　　　品　　 終仕入原価法(収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法)を採用しております。

　貯　　蔵　　品　　 終仕入原価法(収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法)を採用しております。

　仕　　掛　　品　　個別法による原価法(収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法)を採用しております。

出　　版

　製　　　　　品　　総平均法による原価法(収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用しております。

　仕　　掛　　品　　総平均法による原価法(収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用しております。
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については、定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　３～50年

車両運搬具　　　　　　　　　４～６年

器具備品　　　　　　　　　　２～15年

映像マスター　　　　　　　　　　１年

ロ　無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については、自社利用のソフトウェアは社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいており、コンテンツ資産は１年であ

ります。

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基

づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

ハ　役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度に見合う分を計上しております。

ニ　返品調整引当金

出版物の将来の返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘

案し、返品損失見込額を計上しております。

ホ　受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注済案件のうち当連結

会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理

的に見積ることが可能なものについては、翌連結会計年度以降に発生

が見込まれる損失額を引当計上しております。
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ヘ　株式給付引当金

株式給付規程に基づく従業員等への当社株式の給付に備えるため、

当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。

ト　役員退職慰労引当金

連結子会社の一部は役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規

に基づき当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ　退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用

しております。

ロ　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により、円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しております。

ハ　重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振

当処理を行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務等

③　ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約

取引を行い、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に、ヘッジ対象取引の通貨単位、取引金額及

び決済期日同一性について、社内管理資料に基づき有効性評価を

行っております。

ニ　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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（表示方法の変更）

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年３

月31日)を当連結会計年度から適用し、連結注記表に（会計上の見積りに関

する注記）を記載しております。

（会計上の見積りに関する注記）

受注損失引当金

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

受注損失引当金　　179,703千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、映像制作事業における作品ごとの見積総原価が受注金

額を超過する可能性が高く、予想される損失額を合理的に見積ることがで

きる場合に、将来の損失見込額を受注損失引当金として計上しておりま

す。

見積総原価は主に労務費及び外注費等により構成されており、労務費及

び外注費等の見積りに係る主要な仮定としては、納品予定月及び制作工数

が挙げられます。納品予定月及び制作工数は、作品ごとの公開スケジュー

ル、直近の制作状況、過去の実績等に基づき算定しておりますが、想定外

の事象の発生等により、見積りを超えた原価が発生する場合は、当社グル

ープの業績を変動させる可能性があります。
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(追加情報)

（株式給付信託 (J-ESOP)）

(1) 取引の概要

当社は、2013年12月20日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従

業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有すること

により、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に

対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-

ESOP）」（以下「本制度」といいます。）の導入を決議しました。

本制度は、予め当社グループが定めた株式給付規程に基づき、一定の要件

を満たした当社の従業員及び当社グループ会社の役職員（以下「従業員等」

といいます。）に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社グループは、従業員等に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与

し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当す

る当社株式を在職時に無償で給付します。従業員等に対し給付する株式につ

いては、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として

分別管理するものとします。

本制度の導入により、従業員等の株価及び業績向上への関心が高まり、こ

れまで以上に意欲的に業務に取組み、中長期的な事業拡大及び将来の当社グ

ループ経営を担う有能な人材の確保が期待されます。

当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会

計処理をしております。従って、信託口が所有する当社株式を含む資産及び

負債並びに損益については連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資

本等変動計算書に含めて計上しております。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当

連結会計年度189,486千円、108,900株であります。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態宣言の発令等経済活動が制

限され、ポストプロダクションの工程の遅れや劇場公開の延期により、業績に

影響が出ましたが、経済活動の再開に伴い徐々に回復傾向で推移いたしました。

当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症の影響について、連結

計算書類作成時に入手可能な情報に基づき、2022年５月期も引き続き回復基調

に向かうものと仮定し、受注損失引当金等の会計上の見積りを行っております。
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(連結貸借対照表に関する注記)

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

　担保に供している資産

　　　　　　　　　　　　　　 建物及び構築物　　　　　　　 331,165千円

　　　　　　　　　　　　　　 土地　　　　　　　　　　　　 419,842千円

　　　　　　　　　　　　　　　 計　　　　　　　　　　　　 751,007千円

（注）当該担保提供資産は、金融機関借入に対する担保提供であります。当連

結会計年度末現在、対応債務はありませんが、将来の借入に備えており

ます。

２．直接控除した各資産に係る減価償却累計額

区分  資産の種類
期末減価償却累計額

(千円)

 有形固定資産

 建物及び構築物 470,083

 映像マスター 7,040,806

 その他 215,669

 計 7,726,559

(連結損益計算書に関する注記)

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

会社 用途 種類 場所 金額

㈱プロダクショ
ン・アイジー

遊休資産 土地
山梨県
北杜市

6,542千円

㈱ウィットスタ
ジオ

映像制作
事業

建物及び構築物、有形固定
資産 その他(器具備品、ハ
ード)、無形固定資産 その
他(ソフト)

東京都
武蔵野市

14,395千円

㈱シグナル・エ
ムディ

映像制作
事業

有形固定資産 その他(器
具備品、ハード)

東京都
武蔵野市

843千円

㈱リンガ・フラ
ンカ

出版事業
無形固定資産 その他(ソ
フト)

東京都
武蔵野市

16,623千円

当社グループは、事業用資産においては管理会計上の区分を基準に、遊休
資産においては物件所在地単位で、本社等に関しては共用資産として、グル
ーピングを行っております。

建物及び構築物、その他については、当初想定していた収益が見込めない
ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特
別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物6,981千円、土地
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6,542千円、ソフト17,824千円、その他7,056千円であります。
なお、土地の回収可能価額については正味売却価額により測定しており、

その価額は固定資産税評価額を基に算定しており、建物及び構築物、ソフト、
その他は、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッ
シュ・フローに基づく使用価値が見込めないため、回収可能価額をゼロとし
て算定しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

１．発行済株式の総数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数
(株)

当連結会計年度
増加株式数

(株)

当連結会計年度
減少株式数

(株)

当連結会計年度末
株式数
(株)

 発行済株式
 　　普通株式 5,055,400 － － 5,055,400

２. 剰余金の配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2020年８月28日
定時株主総会

普通株式 25,276千円 5円 2020年５月31日 2020年８月31日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の導入において設定した
㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金742
千円を含めて記載しております。

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結

会計年度となるもの

(決議予定) 株式の種類 配当の原資
配当金

の総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2021年８月30日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 50,552千円 10円 2021年５月31日 2021年８月31日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の導入において設定した
㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金
1,089千円を含めて記載しております。

(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動

リスクに晒されております。デリバティブは、資金運用を目的とする複合金融

商品のみに利用しており、売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独で
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利用することは行わない方針であります。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日で

あります。

デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対す

るヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関す

るヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい

ては、前述の連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

「３．会計方針に関する事項 (4)その他連結計算書類作成のための基本とな

る重要な事項 ハ 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

２．金融商品の時価等に関する事項

2021年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは含まれておりません。（（注）２．参照）
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価

(千円)
差額

(千円)

(1) 現金及び預金 4,505,861 4,505,861 －

(2) 受取手形及び売掛金 1,225,181

貸倒引当金(※) △395

1,224,786 1,224,786 －

資産計 5,730,647 5,730,647 －

(1) 買掛金 722,217 722,217 －

(2) 未払金 644,347 644,347 －

(3) 未払法人税等 171,618 171,618 －

(4) 預り金 403,589 403,589 －

負債計 1,941,773 1,941,773 －

(※)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しておりま

す。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負　債

(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)預り金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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　　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額 (千円)

非上場株式 108,846

投資事業有限責任組合への出資 61,654

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フ

ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 1,136円89銭

１株当たり当期純利益 117円87銭

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当た

り当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、

従業員インセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財産と

して、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式を控除対象の

自己株式に含めて算定しております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は

109,033株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の

期中平均株式数は114,704株であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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貸借対照表
（2021年５月31日現在）

（単位：千円）

科 　 　 　 目 金　　　額 科 　 　 　 目 金　　　額
 

（資 産 の
 

部）
 

（負 債 の
 

部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

そ の 他

66,045

62,440

600

3,004

3,683,790

311

311

3

3

3,683,475

3,641,282

42,193

流 動 負 債 32,563

未 払 金 6,211

未 払 費 用 5,917

未 払 法 人 税 等 2,082

預 り 金 1,937

役 員 賞 与 引 当 金 10,220

そ の 他 6,194

固 定 負 債 105,478

長 期 借 入 金 75,000

退 職 給 付 引 当 金 550

株 式 給 付 引 当 金 29,928

負 債 合 計 138,041
 

（純 資 産 の
 

部）

株 主 資 本 3,611,793

資 本 金 781,500

資 本 剰 余 金 2,162,062

資 本 準 備 金 1,952,715

その他資本剰余金 209,347

利 益 剰 余 金 857,962

利 益 準 備 金 2,452

その他利益剰余金 855,510

別 途 積 立 金 140,000

繰越利益剰余金 715,510

自 己 株 式 △189,732

純 資 産 合 計 3,611,793

資 産 合 計 3,749,835 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,749,835

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損益計算書

(自　2020年６月１日
至　2021年５月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 131,106

営 業 費 用 135,088

営 業 損 失 ( △ ) △3,982

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 10,500

そ の 他 8 10,509

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,100 1,100

経 常 利 益 5,426

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 72,837 72,837

税 引 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △67,411

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,880

法 人 税 等 調 整 額 458 2,339

当 期 純 損 失 ( △ ) △69,750

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書
 (自　2020年６月１日　至　2021年５月31日)

   （単位：千円)

株　主　資　本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

2020年６月１日残高 781,500 1,952,715 209,347 2,162,062 2,452 140,000 810,537 952,989

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △25,276 △25,276

当期純損失(△) △69,750 △69,750

自己株式の処分 －

事業年度中の変動額合

計
－ － － － － － △95,027 △95,027

2021年５月31日残高 781,500 1,952,715 209,347 2,162,062 2,452 140,000 715,510 857,962

株主資本
純資産
合計自己株式

株主資本
合計

2020年６月１日残高 △258,462 3,638,090 3,638,090

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △25,276 △25,276

当期純損失(△) △69,750 △69,750

自己株式の処分 68,730 68,730 68,730

事業年度中の変動額合

計
68,730 △26,297 △26,297

2021年５月31日残高 △189,732 3,611,793 3,611,793

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

２．重要な固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

３．重要な引当金の計上基準

イ　役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き当事業年度に見合う分を計上しております。

ロ　株式給付引当金

株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるた

め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ　退職給付に係る会計処理の方法

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し

ております。

ロ　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年３月31

日)を当事業年度から適用し、個別注記表に（会計上の見積りに関する注記）を

記載しております。
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（会計上の見積りに関する注記）

関係会社株式の評価

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　　3,641,282千円

関係会社株式評価損 (㈱リンガ・フランカ)　　72,837千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

時価のない関係会社株式については、実質価額が取得価額に比べ著しく

低下したと認められる場合、投資先の事業計画等により回収可能性を検討

したうえで、回収可能価額又は１株当たり純資産額まで評価損を計上して

おります。

また、将来、投資先の業績不振等により、現在の帳簿価額に反映されて

いない損失が生じ、関係会社株式評価損を計上する可能性があります。

(追加情報)

(株式給付信託 (J-ESOP))

「株式給付信託 (J-ESOP)」に関する会計処理について、「連結注記表(追加

情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

 １．有形固定資産の減価償却累計額　　　2,574千円

 ２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 137千円

短期金銭債務 99千円

長期金銭債権 29,580千円

長期金銭債務 75,000千円

(損益計算書に関する注記)

１．関係会社との営業取引による取引高の総額

営業収益 131,106千円

営業費用 1,020千円

２．関係会社との営業外取引による取引高の総額

営業外収益 10,500千円

営業外費用 1,100千円
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(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の数に関する事項

当事業年度期首
株式数
(株)

当事業年度
増加株式数

(株)

当事業年度
減少株式数

(株)

当事業年度末
株式数
(株)

自己株式

　普通株式
(注)

148,533 － 39,500 109,033

(注)「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として、信託口が所有する当社株式

108,900株については、自己株式に含めております。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払費用 4,487千円

未払事業税 299

会社分割による子会社株式 74,320

関係会社株式評価損 37,612

繰越欠損金 19,039

その他 274

繰延税金資産小計 136,035

税務上の繰越欠損金に係る

評価性引当額
△16,842

将来減算一時差異等の合計

に係る評価性引当額
△112,101

評価性引当額小計 △128,944

繰延税金資産合計 7,090

繰延税金資産の純額 7,090
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(関連当事者との取引に関する注記)
 　子会社等

種類
会社等

の名称

議決権等の

所有(被所

有)の割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

子会社

㈱プロダ

クショ

ン・アイ

ジー

100.0

(0.0)

役員兼任

2名

経営指導

経営指導料の

受取
71,262 － －

資金の借入 － 長期借入金 75,000

利息の支払 1,100 － －

子会社
㈱マッグ

ガーデン

100.0

(0.0)

役員兼任

1名

経営指導

経営指導料の

受取
22,470 － －

子会社

㈱ウィッ

トスタジ

オ

66.7

(0.0)
経営指導

経営指導料の

受取
27,786 － －

子会社

㈱シグナ

ル・エム

ディ

100.0

(0.0)
経営指導

経営指導料の

受取
9,474 － －

子会社

㈱リン

ガ・フラ

ンカ

100.0

(0.0)

役員兼任

1名

経営指導

経営指導料の

受取
114 － －

 (注)取引条件及びその決定方針
 　　　㈱プロダクション・アイジー、㈱マッグガーデン、㈱ウィットスタジオ、㈱シグナル・エ

ムディ及び㈱リンガ・フランカの経営指導料については、当社において発生が見込まれる
管理費用等の負担額を勘案して決定しております。
その他の取引については、市場価格を参考に一般取引条件と同様に決定しております。

(１株当たり情報に関する注記)
１株当たり純資産額 730円19銭
１株当たり当期純損失(△) △14円12銭

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当
たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について
は、従業員インセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財
産として、㈱日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株式を控
除対象の自己株式に含めて算定しております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は
109,033株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式
の期中平均株式数は114,704株であります。

(重要な後発事象）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年７月21日

株式会社　ＩＧポート

取締役会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　　　東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 後 藤 　 英 俊 印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 原 　 康 二 印

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ＩＧポートの2020年6月1日
から2021年5月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社ＩＧポート及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が
適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年７月21日

株式会社　ＩＧポート

取締役会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　　　東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 後 藤 　 英 俊 印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 原 　 康 二 印

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ＩＧポートの2020年6
月1日から2021年5月31日までの第32期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切で
ない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2020年６月１日から2021年５月31日までの第32期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確
保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連
結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表)について検討いたしました。

２．監査の結果
(１)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

(３)連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

2021年７月27日

 株式会社ＩＧポート 監査役会

常 勤 監査役 中 野 広 之 

社外監査役 桶 田 大 介 

社外監査役 木 本 恵 輔 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保し

つつ、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

　この方針に基づき、第32期の期末配当につきましては、業績等を勘案し、以

下のとおりといたしたいと存じます。

　（１）配当財産の種類

　　　　金銭

　（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　当社普通株式１株につき金10円　総額50,552,670円

　（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　2021年８月31日
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第２号議案　取締役３名選任の件

　取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき

ましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 1
 い し  

石
 か わ  

川
 

 
 み つ  

光
 ひ さ  

久（1958年10月30日生） 再任

所有する当社の株式数

974,300株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1987年12月　有限会社アイジータツノコ設立　代表取締役

1990年６月　当社設立　取締役

1994年８月　当社代表取締役社長（現任）

1997年５月　Production I.G.,LLC設立

イニシャルマネージャー（現任）

2007年11月　株式会社プロダクション・アイジー設立　代表取締役社

長（現任）

取締役候補者とした理由

石川光久氏は、長年に亘り当社グループの経営の指揮を執り、事業の

拡大に貢献してまいりました。その実績、能力、アニメーション業界

における広い人脈と企業経営者としての豊富な経験と適応力から、グ

ループ経営の監督者として、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号 2
ほ

保
 さ か  

坂
 

 
 よ し  

嘉
 ひ ろ  

弘（1955年３月８日生） 再任

所有する当社の株式数

132,600株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1984年９月　株式会社エニックス（現株式会社スクウェア・エニック

ス）入社

1994年６月　同社取締役出版企画部長

2001年４月　同社取締役出版事業部長

2001年６月　株式会社マッグガーデン設立

代表取締役社長

2007年８月　当社取締役（現任）

2015年８月　株式会社マッグガーデン代表取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由

保坂嘉弘氏は、出版業界において長年培ってきた豊富な知識や経験を

活かし、作家や編集者の育成とグループの業績向上に大いに貢献して

まいりました。今後もその実績と見識によって、グループの発展に貢

献することを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号 3
 ば ん  

板
 ど う  

東
 

 
 こ う  

浩
じ

二（1953年11月23日生） 再任 社外 独立役員

所有する当社の株式数

0株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1977年４月　日本電信電話公社（現NTT）入社

1998年７月　株式会社NTTぷらら代表取締役社長

2015年12月　ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役(現任)

2019年６月　テック情報株式会社監査役(現任)

2019年７月　株式会社NTTぷらら EP(Executive Principal)

　　　　　　株式会社ネクストベース取締役（現任）

2019年８月　当社取締役就任（現任）

2021年１月　吉積ホールディングス株式会社 取締役（現任）

2021年５月　JNSホールディングス 取締役（現任）

2021年７月　船井電機株式会社 代表取締役会長兼社長(現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要、就任年数

板東浩二氏は、経営者として豊富なキャリアと高い見識を有しており

ます。映像配信サービスに関する専門知識や会社経営者としての経験

に基づく企業経営全般に関する意見を、客観的に経営に反映していた

だくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

社外取締役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって、２

年であります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．板東浩二氏は、社外取締役候補者であります。

３．板東浩二氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく

損害賠償責任の限度額は、120万円以上であらかじめ定めた金額または会社法第

425条第１項に定める 低責任限度額のいずれか高い額としております。再任

された場合、損害賠償責任契約を継続する予定であります。

４．当社は、2005年７月以降の取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保険

者として、役員賠償責任保険(Ｄ＆Ｏ保険)契約を締結しております。保険料は

全額会社が負担しております。

５．板東浩二氏は、すでに独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
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第３号議案　役員賞与支給の件

　当期末時点の取締役３名（うち社外取締役１名）及び監査役３名（うち社外

監査役２名）に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額10,220千円（取

締役分8,200千円（うち社外取締役分700千円）、監査役分2,020千円（うち社外

監査役分122千円））を支給いたしたいと存じます。

　なお、役員賞与は業務貢献度に応じて評価し、各取締役及び各監査役に対す

る金額は、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協

議にご一任願いたいと存じます。

以上
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株主総会会場ご案内図

場　所：〒181-8525

東京都三鷹市下連雀三丁目38番４号

三鷹産業プラザ　７階　703-705会議室

電　　話　0422－40－9911

※会場へのお車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。


